
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度科目等履修生募集要項 

 

（前期期間：平成２６年 ４月 １日～平成２６年９月１５日） 

（後期期間：平成２６年 ９月１６日～平成２７年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 科目等履修生制度とは、主に社会人の方を対象とし、本学の講義を履修する  

 

 ことにより、各自が必要とする様々な単位を修得する制度です。 
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平成２６年度科目等履修生募集要項 

 

 １ 募集人員 

 

学    科 募 集 人 員         

 

   美 術 科          

 

 

 

 

 

 

   各学科の開講科目につき 

   若 干 名            

 

 

 

 

 

 

   音 楽 科          

 

 

   国 際 総 合 学 科 

 

 

   情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

 

 

 

 ２ 履修科目 

    履修できる科目は、別表「開講科目一覧」のとおりです。 

    なお、教職科目、その他教職免許取得に必要な科目については、本学の履修規    

程によります。 

 

 

 ３ 出願資格 

    次のア～ウのいずれかに該当する者 

     ア 大学を卒業した者 

     イ 短期大学を卒業した者 

     ウ 高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、履修しよう     

とする科目について、当該科目の履修に十分な学力があると学長が認めた者 

       （注）ウに該当する場合は、事前に教務学生グループに申し出て下さい。 

 

 

 ４ 履修期間の延長 

    平成２５年度、本学の科目等履修生として履修(初年度)している者で、次のア～ 

ウのいずれかに該当する者は、履修期間の延長が可能です。 

    ただし、履修期間の延長は次年度まで（連続２年間を限度）とし、次のア～ウの 

いずれにも該当しない者、履修期間延長の限度を越えている者は全て「新たに志願 

する者」として取り扱います。 

     ア 単位を修得できなかった科目について再履修する場合 

     イ やむ得ない理由で当該科目を履修できず再履修する場合 

     ウ 同一学科の他の科目を履修する場合 

 



 ５ 出願手続き 

   （１）出願期間 

      前期開講科目 平成２６年３月 ３日（月）から３月 ７日（金）まで 

      後期開講科目 平成２６年７月 ７日（月）から７月１１日（金）まで 

    ① 前期開講科目の出願の際に､後期開講科目の履修志願も行うことができます｡ 

    ② 受付時間は土曜日･日曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午後４時までです｡ 

    ③ 郵送の場合は、前期は３月７日（金）、後期は７月１１日（金）までの消印が

あるものに限り受け付けます｡  

 

   （２）出願方法 

      出願書類の提出は、持参又は郵送して下さい。 

 

   （３）出 願 先 

      〒870-0833 大分市上野丘東１番１１号 

             大分県立芸術文化短期大学  教務学生グループ 

             TEL 097-545-0542（代表） 

               097-545-4225（直通） 

 

 

 ６ 出願書類 

   （１）新たに志願する者 

出願書類等 摘         要 

志 願 書        本学所定の用紙に必要事項を記入して下さい。 

志 願 理 由 書       
 本学所定の用紙により作成して下さい。 

 履修希望科目別に記入してください。 

卒 業 証 明 書        最終出身学校のもの。 

履 歴 書        市販の用紙を使用して下さい。 

写    真  出願前３ヶ月以内に撮影したものを履歴書に貼付して下さい。 

 

 

 

 

 

 入学考査料及 

 

 び入学考査料 

 

 納付書 

 

 

 

 ４，９００円 

Ⅰ 次の方法により納入して下さい。 

  ・金融機関（郵便局含む）にて振込納入。（現金による納

  付はできません。） 

【振込先】 

  ①大分銀行本店営業部 普通預金 ６５５４３４９ 

    口座名義  
ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝｵｵｲﾀｹﾝﾘﾂｹﾞｲｼﾞｭﾂﾌﾞﾝｶﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾘｼﾞﾁｮｳﾅｶﾔﾏｷﾝｺﾞ

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 理事長 中山 欽吾  

 ②郵便局 口座番号 ０１７３０－８－０１１８１６６ 

  加入者 
コウリツダイガクホウジンオオイタケンリツゲイジユツブンカタンキダイガク

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学 

 

Ⅱ 金融機関（郵便局含む）受領書の写しを本学所定の入学考

 査料納付書に貼り付けて、志願書等と併せて提出してくださ

 い。 

 

    

 



（２）平成２５年度科目等履修生で履修期間の延長を志願する者 

出願書類等 摘         要 

 

 期 間 延 長 願       

 

 

 本学所定の用紙に必要事項を記入して下さい。 

 

 

 

 ７ 選考の方法 

    出願書類等により各学科で選考を行い、学長が決定します。 

 

 

 ８ 選考結果通知 

    前期開講科目は、平成２６年３月２０日（木）に、 

       後期開講科目は、平成２６年７月２５日（金）に選考結果通知を郵送します。 

    （注）学内掲示や本学ホームページへの掲載は行いません。 

 

 

 ９ 履修手続 

   （１）手続期間等 

     前期開講科目 平成２６年３月２４日（月）から３月２８日（金）まで 

     後期開講科目 平成２６年７月２９日（火）から８月 ４日（月）まで 

   ① 選考結果通知を受けた者は､下記の「（３）提出書類及び入学料」に 

ある誓約書を提出し、入学料を納入して下さい｡  

   ② 受付時間は、土曜日･日曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午後４時までです｡  

   ③ 郵送の場合は､前期開講科目は３月２８日（金）､後期開講科目は８月４日（月） 

までの消印があるものに限り受け付けます｡ 

 

   （２）手続場所 

      〒870-0833 大分市上野丘東１番１１号 

            大分県立芸術文化短期大学 教務学生グループ 

             TEL 097-545-0542（代表） 

               097-545-4225（直通） 

 

   （３）提出書類及び入学料 

      ・誓約書（本学所定の用紙に必要事項を記入したもの） 

      ・入学料  ２８，２００円 

     （注）１．入学料は、指定の口座に振り込んでください。詳しくは選考結果 

        通知と併せてお知らせします。 

        ２．履修期間の延長により入学を許可された者の入学料は不要です。 

                ３．後期開講科目を履修する者の入学料は、変更される場合があります。 

      

     （４）履修手続上の注意事項 

      ・履修手続後は理由の如何を問わず入学料及び提出書類は返還しません。 

      ・期間内に履修手続が完了しない場合は、履修辞退として取り扱います。 



 10 履修許可通知 

       履修手続きの完了を確認後に、履修許可通知書を郵送します。 

 

 

  11  授業料                                                                  

        ・授業料 １単位につき１４，８００円                                  

            （注） 授業料については、指定する口座に振り込んでください。 

                    詳しくは履修許可通知と併せてお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


